
野田市地域防災計画　修正箇所一覧（震災編）

頁
新旧

対照表
修正概要
項目番号

箇　　　　所 修正理由 修正内容

震-7 P1 （１） １４．関東地方環境事務所
県計画に追加されたため、記載内容の整合性を合わせる
ため追加

「１４．関東地方環境事務所」を内容含めて追加

震-8 P2 （１） ９．楽天モバイル株式会社
県計画に追加されたため、記載内容の整合性を合わせる
ため追加

「９．楽天モバイル株式会社」を内容含めて追加

震-9 P3 （１） ８．公益社団法人千葉県看護協会
県計画に追加されたため、記載内容の整合性を合わせる
ため追加

「８．公益社団法人千葉県看護協会」を内容含めて追加

震-10 P4 （５） １３．一般社団法人千葉県LPガス協会野田支部
県計画が修正されたため、記載内容の整合性を合わせる
ため修正

千葉県LPガス協会を、"一般社団法人"から"公益社団法
人"に変更

震-12 P5 （５） 第３　社会環境 最新の情報に修正
市の「１．人口」及び「２．土地利用」を最新の情報に修正す
る

震-13 P6 （５） １．地震の履歴　　表 最新の情報に修正
東日本大震災の「千葉県における地震被害の履歴」を最新
の情報に修正する

震-14 P7 （５） ２．東日本大震災の被害 最新の情報に修正 被害状況（全国、県、市）を最新の情報に修正する

震-22 P8 （５） ４．その他の通信網の整備 名称変更に伴う修正 "ツイッター"を"エックス（旧ツイッター）"に修正

震-23 P9 （１） ２．学校教育による普及
県計画が修正されたため、記載内容の整合性を合わせる
ため修正

学校教育の普及の連携先について、"家庭や地域"を"家
庭や地域の消防団員等"に修正

震-33 P10 （１） 第５節 地震に強いまちづくり
県計画が修正されたため、記載内容の整合性を合わせる
ため修正

千葉県LPガス協会について、"一般社団法人"を"公益社
団法人"に変更

震-35 P11 （１） ２．橋梁　(2)県の対策
県計画が修正されたため、記載内容の整合性を合わせる
ため修正

県計画の記載内容のとおりに修正

震-41 P12,13 （２） ２．応急医療体制の整備　(1)(2)(3)(5)(6) 市の行政組織変更に伴う変更 保健救護班を"福祉部"から"健康子ども部"に変更

震-48 P14 （５） ４．避難行動～ 名称変更に伴う修正 "ツイッター"を"エックス（旧ツイッター）"に修正

震-50 P15 （５） ２．安否確認～ 名称変更に伴う修正 "ツイッター"を"エックス（旧ツイッター）"に修正

震-51 P16 （２） １．防災体制
「長周期地震動階級３以上」を、市の全国瞬時警報システ
ム（Jアラート）の動作条件に追加したため、警戒配備体制
第１配備の配備基準に追加

警戒配備体制第１配備の配備基準の観測条件に、「長周
期地震動階級３以上」を追加

震-55 P17 （２） 災害対策本部　組織図 市の行政組織変更に伴う変更
社教班は避難所班の業務内容が同じため、避難所班に統
一

震-55 P17 （２） 災害対策本部　組織図 市の行政組織変更に伴う変更
情報政策課（対策要員部班）、道路サービス課（土木班）を
追加し、保育課を子ども保育課に変更
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野田市地域防災計画　修正箇所一覧（震災編）

頁
新旧

対照表
修正概要
項目番号

箇　　　　所 修正理由 修正内容

震-55 P17 （２） 災害対策本部　事務分掌 市の行政組織変更に伴う変更 PR推進室が物資班に残っていたため削除

震-56
～61

P18～27 （２） 災害対策本部　事務分掌 主担当事務の表記を修正
主担当事務について、複数部署でまたがるか否かは関係
なく、主担当を”◎”に変更

震-56
～61

P21,23 （２） 災害対策本部　事務分掌 市の行政組織変更に伴う変更
組織図に追加した情報政策課、道路サービス課の事務分
掌を追加

震-56
～61

P18,19 （２） 災害対策本部　事務分掌 対策班の事務分掌内容の変更
調整班の事務分掌は本部長（市長）等の秘書や接遇に関
することとし、応援要請関連事務分掌を渉外調整班業務に
修正

震-56
～61

P21 （２） 災害対策本部　事務分掌 対策班の事務分掌内容の変更
調整班の応援要請関連事務分掌を渉外調整班業務に修
正したため、対策要員部班の総務課事務分掌の報告先を"
調整班"から"渉外調整班"に変更

震-56
～61

P21 （２） 災害対策本部　事務分掌 対策班の事務分掌内容の変更
要配慮者班（生活支援課）が対応する「義援金」と区別し、
支援受入班が対応するものを「支援金」と修正

震-56
～61

P22 （２） 災害対策本部　事務分掌 市の行政組織変更に伴う変更
物資班の事務分掌で"PR推進室（責任者含む）"の内容を
削除

震-63 P28,29 （１） 地震情報の種類
県計画に追加及び修正されたため、記載内容の整合性を
合わせるため追加及び修正

地震情報の種類と内容の追加及び修正

震-66 P30 （５） ５．県への報告　(４)　表 名称変更に伴う修正
"支部総務班（東葛飾地域振興事務所地域振興課）"を"支
部総務班（東葛飾地域振興事務所地域防災課）"に修正

震-66 P30 （１） ５．県への報告　(5)
県計画に追加されたため、記載内容の整合性を合わせる
ため追加

安否不明者の氏名等公表による救助活動の効率化・円滑
化のために、県と市が連携して公表するなどを追加

震-68 P31 （５） １．市災害対策本部の広報　(1) 名称変更に伴う修正 "ツイッター"を"エックス（旧ツイッター）"に修正

震-70 P32 （２） 第４節　災害派遣・応援要請　冒頭表 対策班の事務分掌内容の変更
調整班の応援要請関連事務分掌を渉外調整班業務に修
正したため、担当を"調整班"から"渉外調整班"に変更

震-70 P32 （５） １．災害派遣・撤収要請　(3)　表 名称変更に伴う修正
"県防災危機管理部危機管理課"を"県防災危機管理部防
災対策課"に修正

震-73 P33 （５） １．県への要請　表 名称変更に伴う修正
"県防災危機管理部危機管理課"を"県防災危機管理部防
災対策課"に修正

震-76 P34 （１） ２．初動活動 南海トラフ地震に関連する情報に記載統一
東海地震予知情報は現在運用を行っておらず、南海トラフ
地震臨時情報の運用に変更となったため、東海地震に関
する記載を南海トラフ地震に関する記載に修正
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野田市地域防災計画　修正箇所一覧（震災編）

頁
新旧

対照表
修正概要
項目番号

箇　　　　所 修正理由 修正内容

震-81 P35 （２） １．初動医療体制の整備　(1) 市の行政組織変更に伴う変更
救護本部の設置の責任者を、"福祉部長"から"健康子ども
部長"に変更

震-87 P36 （５） １．避難指示等の発令　(3)表 現在の避難情報の内容に修正
表タイトルを、"避難勧告・指示等の内容"から"避難指示等
の内容"に変更

震-91 P37 （５） ３．指定避難所の運営 名称の変更（避難所運営委員会）
現在の運用に合わせて、"指定避難所管理・運営委員会"
を"避難所運営委員会"に修正（２か所）

震-93 P38 （２） 第８節　生活救援　冒頭表 対策班の事務分掌内容の変更
調整班の応援要請関連事務分掌を渉外調整班業務に修
正したため、"渉外調整班"を追加

震-93 P38 （５） ３．応急給水活動　（1）（3） 名称変更に伴う修正 "千葉県水道局"を"千葉県企業局"に修正

震-94 P39 （２） ２．食料供給体制　(3) 対策班の事務分掌内容の変更
調整班の応援要請関連事務分掌を渉外調整班業務に修
正したため、"調整班"から"渉外調整班"に変更

震-95 P40 （５） ３．食料の供給 名称の変更（避難所運営委員会）
現在の運用に合わせて、"指定避難所管理・運営委員会"
を"避難所運営委員会"に修正

震-95 P41 （２） １．物資の要請　(1) 対策班の事務分掌内容の変更
調整班の応援要請関連事務分掌を渉外調整班業務に修
正したため、"調整班"から"渉外調整班"に変更

震-102 P41 （１） ２．警備体制 南海トラフ地震に関連する情報に記載統一

（1）"東海地震に関連する調査情報（臨時）"　⇒　"南海トラ
フ地震臨時情報（調査中）"
（2）"東海地震注意情報"　⇒　"南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）"
（3）"東海地震予知情報"　⇒　"南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）"

震-103 P42 （５） 第２　防犯 名称の変更（避難所運営委員会）
文中の"指定避難所管理・運営委員会"を"指定避難所運
営委員会"に修正

震-104 P43 （５） １．上水道施設 名称変更に伴う修正 "県水道局"を"県企業局"に修正

震-105 P44 （１） ５．通信施設　(1)
県計画に追加されたため、記載内容の整合性を合わせる
ため追加

災害用伝言版「ｗｅｂ１７１」等を追加

震-107 P45 （２）
第１３節　学校等における児童・生徒等
の安全対策　冒頭表

市の行政組織変更に伴う変更
社教班が避難所班に統合したため、項目「第4 社会教育施
設の対策」「第5 文化財の確認」を、社教班から避難所班に
変更

震-110 P45 （２） 第５　文化財の確認 市の行政組織変更に伴う変更
社教班が避難所班に統合したため、市指定の文化財の報
告先について、"市教育委員会（社教班）"を"市教育委員
会（避難所班）"に変更

震-117 P46 （５） １．廃棄物の処理　(1)
野田市災害廃棄物処理計画は作成（平成31年3月）された
ため修正

野田市災害廃棄物処理計画に基づき、処理体制を確立す
る内容で修正する

震-117 P46 （１） １．廃棄物の処理　(1)
県計画が修正されたため、記載内容の整合性を合わせる
ため修正

一部記載部分について、県計画記載内容を追加する
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野田市地域防災計画　修正箇所一覧（震災編）

頁
新旧

対照表
修正概要
項目番号

箇　　　　所 修正理由 修正内容

震-117 P46 （２） ２．し尿の処理　(1)
指定避難所のし尿処理に対し、災害対応を考慮した内容
に修正

指定避難所のし尿処理の内容を修正

震-123 P47,48 （１） １．災害救助法の適用基準
災害救助法適用基準の表構成を修正（適用の基準（内閣
府令））

「適用の基準」が内閣府令のもの（数値以外）について、基
準が被害項目に記載された表のため、その内容を修正

震-128 P49 （５） ４．被災者生活再建支援金の支給　（4） 名称変更に伴う修正
"（公財）都道府県会館"を"（公財）都道府県センター"に修
正

震-134
～166

P50～87 （１） 附編（全般） 南海トラフ地震に関連する情報に記載統一

南海トラフ地震に関連する情報に記載統一
①情報の修正
　●東海地震に関連する調査情報（臨時）
　　⇒南海トラフ地震臨時情報（調査中）
　●東海地震注意情報
　　⇒南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）
　●東海地震予知情報、警戒宣言
　　⇒南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）
②情報の補足（図等の追加）
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野田市地域防災計画　修正箇所一覧（風水害編）

頁
新旧

対照表
修正概要
項目番号

箇　　　　所 修正理由 修正内容

風-6 P89 （１） １４．関東地方環境事務所
県計画に追加されたため、記載内容の整合性を合
わせるため追加

震災編での修正の内容と同じ

風-8 P90 （１） ９．楽天モバイル株式会社
県計画に追加されたため、記載内容の整合性を合
わせるため追加

震災編での修正の内容と同じ

風-9 P91 （１） ８．公益社団法人千葉県看護協会
県計画に追加されたため、記載内容の整合性を合
わせるため追加

震災編での修正の内容と同じ

風-22 P92 （１） １．防災体制
野田市の気象警報として、「暴風雪警報・大雪警
報」も設定されているため、配備基準として追加

第２配備の中に暴風雪警報と大雪警報を追加

風-26 P93 （２） 災害対策本部　組織図 市の行政組織変更に伴う変更 震災編での修正の内容と同じ

風-27
～31

P94～103 （２） 災害対策本部　事務分掌 市の行政組織変更に伴う変更 震災編での修正の内容と同じ

風-32 P104 （１） １．気象情報等の収集 最新の情報に修正
記録的短時間大雨情報の内容に修正があったた
め修正

風-34 P105 （５） 第３　被害情報の収集・報告 名称変更に伴う修正
"千葉県被害情報等報告要領"を"千葉県危機管
理情報共有要綱"に修正

風-36 P106 （２） 第４節　災害派遣・応援要請　冒頭表 対策班の事務分掌内容の変更
調整班の応援要請関連事務分掌を渉外調整班業
務に修正したため、担当を"調整班"から"渉外調
整班"に変更

風-38 P107～110 （３） 第４　水防活動 水防計画修正のため
「野田市水防配備体制及び活動内容」を最新の水
防計画の内容に修正

風-43 P111 （５） ２．避難情報等の伝達 名称変更に伴う修正 ツイッターをエックス（旧ツイッター）に修正

風-47 P112 （２） 第８節　生活救援　冒頭表 対策班の事務分掌内容の変更
調整班の応援要請関連事務分掌を渉外調整班業
務に修正したため、"渉外調整班"を追加

風-53 P113 （２）
第１３節　学校等における児童・生徒等
の安全対策　冒頭表

市の行政組織変更に伴う変更
社教班が避難所班に統合したため、項目「第4 社
会教育施設の対策」「第5 文化財の確認」を、社教
班から避難所班に変更

風-57 P114 （２） 第２　清掃・廃棄物処理
野田市災害廃棄物処理計画は作成（平成31年3
月）されたため修正

野田市災害廃棄物処理計画に基づき、処理体制
を確立する内容で修正する
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野田市地域防災計画　修正箇所一覧（大規模事故編）

頁
新旧
対照表

修正概要
項目番号

箇　　　　所 修正理由 修正内容

大-2 P116 （１） ２．情報収集・報告 最新の情報に修正
消防庁の「火災・災害等即報要領」の一部改正に
合わせて記載内容を修正

大-10 P117 （５） 4．広報活動　（放射性物質事故対策） 名称変更に伴う修正 ツイッターをエックス（旧ツイッター）に修正

大-12 P118 （５） １．応急活動体制 名称変更に伴う修正 "千葉県水道局"を"千葉県企業局"に修正

大-12 P118 （５） ２．応急給水活動　（2） 名称変更に伴う修正 "県水道局"を"県企業局"に修正

大-13 P119 （５） ３.災害広報等　（大規模断水対策） 名称変更に伴う修正 ツイッターをエックス（旧ツイッター）に修正

大-16 P120 （５） ３.広報活動　（大規模火災対策） 名称変更に伴う修正 ツイッターをエックス（旧ツイッター）に修正

大-20 P121 （５） ３.広報活動　（危険物質災害対策） 名称変更に伴う修正 ツイッターをエックス（旧ツイッター）に修正

大-21 P122 （５） ３.広報活動　（航空機災害対策） 名称変更に伴う修正 ツイッターをエックス（旧ツイッター）に修正

大-24 P123 （５） ３.広報活動　（鉄道災害対策） 名称変更に伴う修正 ツイッターをエックス（旧ツイッター）に修正

大-27 P124 （５） ３．広報活動　（道路災害対策） 名称変更に伴う修正 ツイッターをエックス（旧ツイッター）に修正

大-27 P124 （５） ４．避難 現在の避難情報の内容に修正 避難勧告を削除し、避難指示等に修正する
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野田市地域防災計画　修正箇所一覧（資料編）

頁
新旧
対照表

修正概要
項目番号

箇　　　　所 修正理由 修正内容

資-8 P126 （２） 資料１－６　野田市災害対策本部組織図 市の行政組織変更に伴う変更 震災編での修正の内容と同じ

資-9
～13

P127～136 （２） 資料１－７　野田市災害対策本部所掌事務 市の行政組織変更に伴う変更 震災編での修正の内容と同じ

資-14 P137～142 （２）
資料２－１　野田市自主防災組織育成
補助金交付規則

規則見直しに伴う修正
規則改正に伴う補助金交付対象及び金額等の変
更

資-19 P143～148 （５） 資料２－２　野田市自主防災組織一覧 最新の情報に修正
令和６年１月１日時点で修正（追加4件、削除5件、
組織名修正９件、結成日修正１件）

資-31 P149 （５） 資料３－３　野田市防災行政無線設置場所一覧 最新の情報に修正 令和６年１月１日時点で修正（子局移設１件）

資-40 P150,151 （５）
資料３－５　野田市防災行政無線戸別受信
機設置場所一覧

最新の情報に修正
令和６年１月１日時点で修正（撤去３件、名称変更
５件、住所変更３件）

資-48 P152 （５） 資料３－８　野田市防災用ＭＣＡ無線局番号簿 最新の情報に修正 令和６年１月１日時点で修正（追加３件、修正３件）

資-49 P153 （５） 資料３－９　防災関係機関の電話 最新の情報に修正 令和６年１月１日時点で修正

資-51 P154 （１） 資料３－１０　災害広報の例文　（例文５） 避難情報変更に伴う例文の修正 避難情報及び例文内容を修正

資-54 P155 （１） 資料３－１０　災害広報の例文　（例文１１） 東海地震関連を南海トラフ地震関連の情報に修正 南海トラフの情報に修正

資-66 P156 （５） 資料４－２　備蓄倉庫・備蓄品一覧 最新の情報に修正

令和６年３月２９日時点で修正
・新たな備蓄品を表へ追加
　紙おむつ（小児用BIGサイズ）及び間仕切りテン
トを新たに記載した。
・備蓄品の数量を最新版に修正

資-71 P157 （２） 資料４－６　ヘリコプター神事離着陸場 離着陸場の施設管理者を現在の管理状況に修正
施設管理者を"教育長"になっている箇所を"市長
"に修正

資-75 P158～171 （１）
資料５－２　災害救助法による救助の程
度・方法及び機関

最新の情報に修正
災害救助法の各救助の内容が変更となったため
修正（費用の限度額等）

資-97 P172 （５）
資料５－７　災害時応援協定一覧（自治体等
公共団体）

時点日を更新 「平成30年3月1日現在」→「令和6年2月1日現在」
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野田市地域防災計画　修正箇所一覧（資料編）

頁
新旧
対照表

修正概要
項目番号

箇　　　　所 修正理由 修正内容

資-101 P173～175 （５） 資料５－８　災害時応援協定一覧（民間事業者） 最新の情報に修正

令和６年２月１日時点で修正
・物資協定
　追加６件（新規締結４件、前回漏れ２件）　削除１
件
・支援協力協定
　追加８件（新規締結６件、前回漏れ２件）　削除１
件
・施設利用協定
　追加１件（新規締結１件）

資-105 P176,177 （１） 資料６－１　警報・注意報発表基準一覧 最新の情報に修正 銚子地方気象台発表の最新の情報に修正

資-107 P178～189 （４）
資料６－３　水防法第１５条第１項に規定する浸
水想定区域内における要配慮者利用施設一覧

最新の情報に修正

令和６年１月１日時点で修正
・高齢者施設
　　新規１件、廃止２件、名称変更２件
・障がい者施設
　　新規２０件、廃止１３件、名称変更３件、住所変
更１件
・保育施設
　　廃止３件、住所変更１件
・学校施設
　　廃止２件
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